
（様式４）
美化活動団体の実施に関する協定書
　〇〇団体（以下「美化活動団体」という。）、〇〇市（町・村）長及び埼玉県〇〇県土整備事務所長（以下「所長」という。）は、川の国応援団美化活動団体実施細目第５条の規定により河川の美化活動に関する協定を次のとおり締結する。
　（対象区間）
第１条　この協定に基づく対象区間は、次のとおりとする。
　河川名　一級河川　〇〇川（水面を除く）　
　区間　　〇〇市（町・村）大字〇〇地内　　約〇〇ｍ
　（美化活動団体の役割）
第２条　美化活動団体は、対象区間において、清掃などの活動を行うものとする。
　（市町村長及び所長の役割）
第３条　市町村長及び所長は、美化活動団体の活動について、綿密な連携を持ち、積極的に協力するものとする。
　（作業の安全、事故等）
第４条　美化活動団体は、第２条の活動を行うに当たっては、法令を守り、自己の責任と判断において活動を行い、けが等をしないよう安全管理に十分注意をするものとする。
２　活動中の事故に対して○○市（町・村）及び県はその責任を負わない。県は、活動中の事故に対応するため、保険の加入手続を行う。
３　美化活動団体は、活動中に事故等が起こったときは、直ちに所長に連絡するとともに、県に対し速やかに報告書を提出するものとする。
　（活動に伴うごみ等の処分）
第５条　美化活動団体は、第２条の活動によって回収したごみ等は、市（町・村）長の定める分別方法及び回収方法により、適正に処分するものとする。
　（市町村の協力）
第６条　市（町・村）長は、美化活動団体の回収したごみ等の処分等に協力するものとする。
　（協定の解除）
第７条　所長は、美化活動団体が登録の辞退を申し出たとき、美化活動団体が施設管理に関する法令・条例に違反したとき、美化活動団体がこの協定書を遵守しないと認められたとき、その他美化活動団体としてふさわしくないと認められたときは、市町村長の意見を聞いた上で、美化活動団体としての登録を取り消すとともに、協定を解除できるものとする。
　（疑義の解決）
第８条　この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、美化活動団体、市（町・村）長及び所長が協議の上、定めるものとする。
　この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、美化活動団体、市町村長、所長が記名押印の上、各自その１通を所持する。
　　　　　　年　　月　　日
　　　　美化活動団体　所在地
                      名称
                      代表者名                            　　印
                      所在地
                      〇〇市(町・村)長                        印
                      所在地
                      埼玉県〇〇県土整備事務所長              印

